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（仮称）小柴貯油施設跡地公園整備計画 

環境影響評価準備書に関する指摘事項等一覧 

 

※表中のゴシック体の部分は、前回（第 16回）審査会における追加の指摘事項等を示しています。 

 

■事業計画について 

項目 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取り扱い 

事業計画 

形質変更区域図によると、南西側

の里山空間再生エリアで、切土や

表層敷き均しがあるが、実施する

理由を具体的に教えていただきた

い。［11/29審査会］ 

元々は谷戸地形だったが、

米軍に接収されている段階

で土がかなり盛られている

ような状況。里山農体験が

できるよう切土し、地形を

復元しつつ、立ち入れるよ

うにする計画。 

［11/29審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 

西側にお住いの人は、東側の出入

りだけだと大回りしなければいけ

ない。これは現実的ではないので

西側の出入口確保が重要だと思

う。［11/29審査会］ 

西側の入口は現況でかなり

アップダウンがあり、人が

安全に入れる場所として２

か所ある。そういったとこ

ろで自然の改変等を極力少

なくする中で考えている。 

［11/29審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 

車の出入りは西側からはないの

か。意図的に車の利用をさせない

ということか。［11/29審査会］ 

西側は崖地を背負ってい

る、公道がうまく接してい

ない等の理由から、車のア

クセスについては東側の市

道からのアクセスを考えて

いる。そうしないと、車の

アクセスのために自然環境

保全エリアを改変しなけれ

ばならないので、西側をメ

インとした車のアクセスは

考えていない。 

なお、南側に計画地外だが

国が所有している柴トンネ

ルがあり、現状は公道にな

っていないので、国と横浜

市が調整している。例えば

これが公道になった場合に

は、公園計画に西側からの

アクセスとして検討した

い。［11/29 審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 
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■事業計画について 

事業計画 

テーマが「緑からつくり育む環境

体感公園」で環境保全を謳ってい

るのであれば、基本的には極力手

を入れない、最小限の手入れで、

できる限りそのままの方がいいの

ではないか。［11/29審査会］ 

なるべく土地の改変を少な

くしようというコンセプト

で計画している。例えば、

緑の空間創造エリアは、現

況は平場になっているよう

に見えるが、実際にはかな

り凹凸がある。公園利用者

の安全を確保するために土

地の切り盛りをして平らに

しなければならないところ

は、必要最低限で整備を考

えている。［11/29 審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 

【審議での指摘】 

長期に渡って「環境」という公園

のコンセプトを維持するというこ

とが非常に重要だと思う。公園に

行くプロセスとして、車のルート

と歩行者のルートが交わらないよ

う、歩いていくことを想定した公

道を整備することが重要ではない

か。 

最初に掲げたコンセプトに関わる

ことなので、そういったこと全体

に配慮していかないと、この計画

地のエリアだけで考えていくと、

中々上手く成功しないのではない

かと思うので是非検討いただきた

い。［11/29審査会］ 

【事務局が回答】 

いただいたご意見は、事業

者に伝えたい。 

［11/29審査会］ 

 

後日、審議内容を事業

者に申し伝えた。 

準備書 2-29 ページの「2.3.7 地球

温暖化対策」でヒートアイランド

の記載があるが、「都市の温暖化」

と「地球温暖化」は干渉し合って

いる話にはなっているが、分けて

議論されることが多いので、見出

しの名称を「地球温暖化対策等」

とするか、地球を取って「温暖化

対策」として、都市の温暖化と地

球温暖化の両方に配慮しているこ

とが分かるような見出しにすると

良いのではないか。［12/9審査会］ 

「2.3.7」の見出しについて

は、修正します。 

［12/9 審査会］ 

説明済［12/9審査会］ 

 

補足資料４で説明 

［本日］ 
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■事業計画について 

事業計画 

温室効果ガスの低減について、ア

セスでやるべきことなのかどうか

も含めて、この開発によってどれ

ほど低減されるのかについては、

どこかで評価されるのか。 

また、運用時にエネルギーを使用

する施設は少ないと思うが、逆に

緑地を回復するなどのプラスに働

く整備も行われることを評価して

も良いのではないかと思う。事業

評価の際に、緑地を回復している

ことがカウントされるのかについ

ても教えていただきたい。 

［12/9審査会］ 

 

いずれ横浜市全体としても評価し

て数字を出していかなければいけ

ないと思うので、どこかで必ず事

業評価をされるように温暖化対策

の部署と調整していただきたい。 

［12/9審査会］ 

長きに渡る事業なので、緑

に関して、現況との比較は、

ある程度は定量的に測るこ

とは可能かと思うが、どの

ような評価が下せるかは、

再生可能エネルギーの導入

や最新の次世代自動車の導

入等を加味した全体的な計

画が固まった段階で、判断

できるのかなと考えてい

る。アセス手続きの段階で

は、中々難しいが、横浜市

の温暖化対策の部署と相談

しながら、どういった評価

が可能なのかも含めて引続

き庁内で検討していきた

い。［12/9 審査会］ 

説明済［12/9審査会］ 

温暖化の観点で、極端な雨や気象

状況が起こってくることを考える

と、それに適応していくという視

点からも大きな緑地は大変重要な

役割を果たすと思うので、長期的

な計画の中でそういったことにも

触れておくといいのではないか。

待受け擁壁を安全対策のためにや

っているが、雨も強くなってきて

いるため、こういう対策がより重

要になってくるので、これからの

適応策という視点にも触れていた

だきたい。［12/9審査会］ 

当日回答なし 補足資料４で説明 

［本日］ 

公園に池のような環境があると生

物多様性の観点から良いのかなと

いう気がする。準備書の 2-17ペー

ジで、No.6 のタンク跡が水色にな

っている部分は、池になるのか。

［12/9審査会］ 

このタンクは池になる予

定。その他にも準備書の

2-17ページの図面で右下の

方に「せせらぎ」があり、

その上流には「体験水田」

というものが里山空間再生

エリアにある。こういった

ものも、ある意味湿地的な

環境ができるので生物多様

性に寄与出来るのではない

かと考えている。 

［12/9 審査会］ 

説明済［12/9審査会］ 
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事業計画 

タンク部分の池は、雨水を溜めた

だけの状態になるのか。ほってお

くと藻類が繁茂して生物多様性の

観点からの課題も考えられるが、

この水域の管理はどのように考え

るのか。 

［12/9審査会］ 

タンクを使った池に関して

は、昭和 50年代に爆発した

タンクを利用するもので、

かなり土を入れて浅くして

人工的に池の形状にする。

詳細は実施設計の中で調整

していくが、公園施設なの

で、藻類が繁茂、悪臭を発

生することがないように水

道水の利用や循環式も含め

て適切な管理が出来るよう

に整備していきたい。 

［12/9 審査会］ 

説明済［12/9審査会］ 

公園東側が低地で広場や駐車場に

する計画だが、最近の異常気象で

大雨が降った時に、東側の低地部

分に水が溜まって池のようになる

ことは想定されるのか。想定され

るとしたら対策はどうするのか。 

［12/9審査会］ 

東側の低地部分には、「多

目的レクリエーション広

場」や「草地広場」が整備

されるので、水が溜まらな

いように整形し、水勾配を

とって、隣接する水路に排

水できるように整備してい

こうと考えている。 

［12/9 審査会］ 

説明済［12/9審査会］ 

横浜市の環境科学研究所との連携

という話があったが、このエリア

が学術的な研究の対象になるので

あれば、研究所と大学が長期に渡

って協力していく仕組みを作るこ

とが有効で、モニタリングを強化

する仕組みを作ることになるので

はないか。［12/9審査会］ 

一例として横浜市の環境科

学研究所を挙げさせていた

だいた。公園整備にあたっ

ては工事車両の出入りもあ

り、その辺の兼合いはある

が、学術的に意味があり、

もし研究が必要というご提

案があれば、ご相談させて

いただいてご協力いただけ

るという中で対応できれ

ば、と考えている。 

［12/9 審査会］ 

説明済［12/9審査会］ 

現地は元米軍施設でありバリアが

あったが、あれはそのまま残すの

か、それともこの機会に撤廃して

しまうのか。色んな物を持ち込ま

れると生態系にも問題があり、こ

ういう空間はいろんな犯罪の温床

になることもあり得るので、管理

する体制は十分考える必要があ

る。［12/9審査会］ 

現況のフェンスは、老朽化

している部分は補修しつ

つ、基本的には残して、立

入りに関してはしっかり制

限していかなければならな

いと考えている。これから

工事に入っていく中で、現

在、国が 365 日常駐の人を

付けて管理しているので、

最低限現在の体制を維持管

理していきたい。 

［12/9 審査会］ 

説明済［12/9審査会］ 

 



この資料は、審査資料として作成したものです。審議の過程で変更されうるものですので、取扱いにあたっては十分留意願います。 

 

5 

■環境影響評価項目について 

項目 指摘、質問事項等 事業者側の説明等 取り扱い 

評価項目

全般 

【審議での指摘】 

長期間に渡って事業を進められる

ケースで、事後調査はこんなに長

い期間で考えられるものではない

ように思うが、これだけ長期間に

渡って環境が変わっていく中での

フォローアップについて、アセス

でやるのか、それとも公園管理の

方でやるのか、これははっきりし

ておいた方が良い。これについて

の考えを教えていただきたい。 

［11/29審査会］ 

【事務局が回答】 

事業者は準備書の 9-4 ペー

ジ等に生物多様性の動物・

植物及び水質・底質につい

て工事中の事後調査を計画

している。 

移植・移設する注目すべき

動植物種の生息・生育状況

について、調査頻度は生物

種毎に１回となっている

が、工事の進捗に合わせて

移植・移設が行われる中で、

この措置が取られた後でき

ちんと定着状況を見るのに

相応しい時期に事後調査を

行うことが示されている。 

ご指摘のように工事期間が

非常に長いが、工事の進捗

に応じて保全措置を実施

し、適切な時期に確認する

よう事後調査も長期的な計

画で取り組むようになって

いる。［11/29 審査会］ 

 

後日、審議内容を事業

者に申し伝えた。 

 

補足資料３で説明済 

［12/9 審査会］ 

【審議での指摘】 

事業者から事後調査報告書が適時

出てくると考えてよいか。 

［11/29審査会］ 

【事務局が回答】 

はい。そのように考えてお

りますし、また、提出する

よう指導したいと思う。 

［11/29審査会］ 

 

後日、審議内容を事業

者に申し伝えた。 

補足資料３で説明済 

［12/9 審査会］ 

事後調査のモニタリングの時期だ

が、時間軸が入ったものがあると

良い。例えば、準備書 9-4 ページ

の事後調査の内容のところで調査

頻度や調査時期について示してい

るが、それぞれタイミングが違い、

水質に関しては各工期で調査する

ので、モニタリングの時期が時間

軸上で分かるものがあると良い。 

［12/9審査会］ 

どのようなものが出来る

か、検討して報告させてい

ただく。［12/9審査会］ 

補足資料５で説明 

［本日］ 

生物多様性 

長期的かつ段階的に行う事業で、

生態系の変化を分かり易く示すこ

とが肝心だと思う。技術の発展で

生態系、あるいは生物の生息適地

の変化や環境類型の変化を可視化

できるようになってきているが、

そういった見える化や定量化を段

階的に行うことを検討できない

か。［11/29審査会］ 

十分にできていないところ

があるのかもしれない。持

ち帰って検討したい。 

［11/29審査会］ 

補足資料６で説明 

［本日］ 
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■環境影響評価項目について 

生物多様性 

公園化することによる移入種対策

が必要になると思う。元々いた外

来種、生態系の管理の視点も必要

だと思うが、その辺りの考えにつ

いて伺いたい。新しく出てきてい

るような外来種、移入種の扱いを

お聞かせいただきたい。 

［11/29審査会］ 

開園したあと、外来種がむ

やみに増えないよう、ごみ

の処理や、外来種が増えづ

らい設えができるように検

討していきたい。具体的に

は、適切に巣を撤去する等、

公園の運営の中で検討した

い。［11/29 審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 

工事期間中に外来種が北側の自然

環境保全エリアに移動していく可

能性も十分考えられるので、自然

環境保全エリアに対する外来種対

策も重要になってくると思う。 

［11/29審査会］ 

対策について、公園の管理

運営の中で検討していきた

い。［11/29 審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 

環境類型の区分が、樹林・草地・

水域・市街地といった土地被覆的

な分類に留まっていて、これを詳

しく分けると斜面樹林や斜面草地

といった地形とともに分かれ、そ

れが土地の改変によってどう変化

していくのか分かると、生態系の

環境類型の変化が分かると思う。

生態系として、もう少し面的な変

化の状況を予測できるといいので

はないか。［11/29審査会］ 

もう少し細分して検証して

はどうかということですの

で、持ち帰り今後検証して

いきたい。［11/29 審査会］ 

補足資料６で説明 

［本日］ 

準備書で生物に関するリストが幾

つか挙がっており、平成20年３月

の既存資料調査結果と現場調査結

果が示されているが、例えば鳥類

の場合、現在使用されている目録

が平成20年時点のものと違い、種

の並びが若干変わっている。その

辺をどのように整理されるのか。

最新のもので合わせたほうがいい

のではないかと思うが、過去との

関係で読みにくいのであれば、そ

の辺は考えなければいけない。 

また、生物の標準和名について、

現在の目録ではドバトとは言わず

カワラバト、タイワンリスはクリ

ハラリスと表示されているなど、

最新の言葉の使い方と異なるもの

があるので、この取扱いを整理し

て、考え方を示してほしい。 

［11/29審査会］ 

持ち帰り、精査させていた

だきたい［11/29 審査会］ 

補足資料１で説明済 

［12/9 審査会］ 
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■環境影響評価項目について 

生物多様性 

注目すべき種として幾つか準備書

に挙げられており、一部は場合に

よっては移植の措置を取るという

ことだが、移植する植物というの

は具体的にどれになるのか。また、

移植した場合に定着するかどうか

についての研究等はあるのか。 

［11/29審査会］ 

こちらについては、内容や

見つかった場所について

は、非公開審議で説明させ

ていただきたい。 

［11/29審査会］ 

非公開審議で説明済

［11/29審査会］ 

自力での移動が難しいと考えられ

る種については、事前に移設を行

うとあるが、具体的な種名とは言

わなくても、何割、何種類くらい

が移設するものとして考えられる

のか、それから移動可能なものと

いうのが全体の中でどれ位あるか

を、もし公開の場でも答えられる

のであれば答えていただきたい。 

［11/29審査会］ 

注目すべき動物のうち、自

力での移動が難しいと考え

られるために移設するもの

は３種。 

詳細は後ほどの非公開審議

で説明させていただきた

い。［11/29 審査会］ 

 

説明済［11/29審査会］ 

 

補足資料３で説明済 

［12/9 審査会］ 

事後調査手続は条例に規定されて

いるが、事後調査の段階では審査

会が関与できる余地がないので、

現段階において事後調査の考え

方、特に生物多様性の環境保全措

置として考えられている移設の結

果に対するフォローアップの考え

方を明らかにしていただきたい。

［11/29審査会］ 

横浜市に生物等を専門に研

究している環境科学研究所

という組織があるので、そ

ういったところとタイアッ

プしながらフォローアップ

を検討したい。非常に貴重

なものなので、きちんと保

全していければと考えてい

る。［11/29 審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 

 

補足資料３で説明済 

［12/9 審査会］ 

補足資料３の(2)、工事中及び供用

時の事後調査の調査時期につい

て、供用時は「全体供用開始後１

年程度経過後」と書いてあります

が、考え方としては移植したもの

がきちんと定着しているかどうか

が重要なので、「定着が確認され

るまで」というような説明の方が

よいと思う。［12/9審査会］ 

 

一般的に移植に関して、単年度で

はしっかり定着したということ

は、どの動植物種においても分か

らないものなので、考え方として

今後へのつなぎ方としてご理解い

ただきたい。［12/9審査会］ 

事後調査の調査時期である

「全体供用開始後１年程度

経過後」というのは、１つ

の目安と考えていただきた

い。植物、動物に関しても

おそらく定着しているであ

ろうということで、この段

階で事後調査をするが、こ

の段階で何か影響があっ

て、何か措置をとらなけれ

ばならないということが明

らかになれば、その調査結

果を踏まえて対応していき

たい。動植物が定着できる

ような措置を考えていきた

いと思う。［12/9審査会］ 

説明済［12/9審査会］ 
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■環境影響評価項目について 

生物多様性 

工事中の公園管理とアセスとして

のモニタリングの関係性に関し

て、生物多様性の供用時の事後調

査の調査時期は、全体供用開始後

１年程度経過後という話だが、例

えば第２期の自然環境保全エリア

の移植をしてから、全体供用開始

後１年までは10年間くらいある。

第２期の公園管理の間に出てくる

様々な変化も反映し、第３期の調

査を考えられればいいかもしれな

い。公園管理の中で出てくる知見

を事後調査の中でどう踏まえるの

かという話を、書けるようであれ

ば書いていただけるとよい。 

［12/9審査会］ 

移植後の生物の状況は、公

園管理の中で色々と出てく

る可能性がある。そういう

ものは、環境創造局の環境

科学研究所と連携しなが

ら、公園管理の一環として、

対応策についても考えてい

きたい。 

［12/9 審査会］ 

補足資料５で説明 

［本日］ 

水循環 

（湧水の流量） 

地下水の使用について、農体験の

み使用するということでよいか。 

［11/29審査会］ 

基本的には農体験用の水源

を整備する目的で使うこと

にしており、しっかり水質

等を調べて、安全性を確保

した上で使っていく。 

［11/29審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 

廃棄物・ 

建設発生土 

工事中にかなり発生バイオマスが

あるのではないかと思う。工事中

の一般廃棄物の量として、もちろ

んチップ化してリサイクルという

率も書いていただけたらいいと思

うが、そういったバイオマスに関

する対策について教えていただき

たい。［12/9審査会］ 

バイオマスの技術に関して

は、まだこれから検証しな

ければいけないことが沢山

ある。温暖化対策や再生可

能エネルギーの利用とも関

連すると思うが、そういっ

たことも含めて、この公園

で何が出来るのかは検証、

検討していきます。可能か

どうかは分からないが、そ

ういったことも念頭におき

ながら検討を進めたい。

［12/9 審査会］ 

説明済［12/9審査会］ 

バイオマスについて、廃棄物の予

測評価で、工事中は産業廃棄物し

か予測がないが、工事中の一般廃

棄物はどうして予測されていない

のか。［12/9審査会］ 

樹木等の剪定枝のようなも

のが一般廃棄物に入ってい

るかどうかだが、量的に少

ないので入れていない。 

この辺の取扱いについては

引続き検討させていただき

たい。［12/9審査会］ 

今後、補足資料で説明

予定 

大気質    
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■環境影響評価項目について 

水質・底質 

（地下水の水質） 

地下水の事後調査について、ベン

ゼン、砒素、鉛の３物質を調査す

るとあります。一方、事業計画で

地下水を使って農作物を作ること

になっており、その観点での地下

水の基準はこれ以外の物質もあり

ますが、それについては別途調べ

ながら、更に今回のアセスの事後

調査としてこの３物質について調

査を行うという理解でよいか。 

［12/9審査会］ 

その通りです。 

農体験用に井戸を掘る計画

になっているが、その際に、

当然水質は調査する。その

調査結果によって使用の有

無も含めて判断をしたい。 

［12/9 審査会］ 

説明済［12/9審査会］ 

過去の地下水の調査でベンゼンが

基準超過している地点 16及びその

周辺が気になる。新規にボーリン

グするのは難しいかもしれない

が、地点 16だけでも測定頻度を増

やすといった対応はできないか。 

［12/9審査会］ 

 

地点 16の周辺も土壌由来で検出さ

れていると思うので、工事中や供

用時は、おそらくベンゼンの濃度

が下がっていくことが期待できる

と思う。基準を満足、不満足とい

うチェックだけではなく、汚染土

壌を撤去、処理したことによって

汚染濃度が下がっていく経過をポ

ジティブな情報として発信できる

と思うので、地点 16については測

定頻度を増やしてはどうかという

趣旨で申し上げた。［12/9審査会］ 

本計画でこのエリア一帯は

土地の大きな改変は行わ

ず、下流側に関しても今後、

人が水を摂取するようなこ

とは検討していない。ベン

ゼンが検出されていること

に関しては、しっかりとモ

ニタリング調査を続けなけ

ればいけないので、地点 16

において引続き調査を継続

する考え。［12/9審査会］ 

補足資料７で説明 

［本日］ 

土壌 

ベンゼン・鉛・砒素の土壌汚染は、

おそらく米軍の活動によって生じ

たものではないかと思うが、これ

らの由来を教えてほしい。 

［11/29審査会］ 

ベンゼン等については、米

軍のジェット燃料を保管し

ていたこともあり、油に由

来するような土壌汚染がタ

ンクやパイプライン周辺か

ら検出されている。砒素に

ついては、自然由来という

調査結果が出ている。 

［11/29審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 

タンクの処理とあったが、このよ

うな土壌汚染を除くことも含まれ

ていると考えてよいのか。準備書

6-6-5ページの図 6.6-2土壌汚染範

囲の図で、赤く塗られている場所

にタンクが位置していると考えて

よいか。［11/29審査会］ 

赤く塗られている部分は主

にタンクやパイプライン周

辺から検出されているもの

です。［11/29 審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 
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■環境影響評価項目について 

土壌 

土地の利用履歴を踏まえ、ベンゼ

ンや砒素が検出されていると思う

が、それ以外の汚染物質も想定し

て、計測する必要があると思う。

タンクがあれば、油由来の物質が

含まれているであろうが、それ以

外の米軍や旧日本軍の活動も想定

して、人体等に影響のあるものが

ないのかチェックする必要がある

のではないか。［11/29審査会］ 

防衛省から引き継ぐ際、事

前に調査した結果に基づい

て、想定されるものについ

ては調査しているというの

が大前提。それ以上に検討

という中で、この土地に関

係して横浜市が調査等で知

りうるもので、調査すべき

ものはやっていると認識し

ている。［11/29審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 

騒音    

振動    

安全 

（土地の安定性） 

元々ある海食崖の部分で、強度に

ついて評価されているが、地震な

どの負荷がかかった際の強度につ

いては評価されているのか。 

［11/29審査会］ 

海食崖の部分については地

震時も想定して判定してい

る。海食崖は、景観的にも

優れているという意見もい

ただいているので、利用者

の安全性を確保しつつ、人

が立ち入れないような待受

け擁壁で対応したいと考え

ている。［11/29審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 

地域社会 

（交通混雑・

歩行者の安全） 

公共交通機関の利用を促進するた

め、最寄り駅から歩いてきてもら

うのであれば、駐車場の大きさや

キャパシティそのものを考え、状

況を見ながら縮小していく、ある

いは自転車等で調整していくこと

も考えなければいけないのではな

いか。［11/29審査会］ 

この公園は広域公園という

位置付けになり、国土交通

省が出している広域公園に

必要な駐車場の規模に基づ

いて適切に算定し、常設 220

台とサブの 20台というこ

とで南側と北側に駐車場を

配置している。これは必要

最低限な駐車場台数という

考え方。また、イベント時

にも近隣に迷惑がかからな

いよう常設駐車場付近の広

場を臨時駐車場として開放

し、誘導員を配置すること

で人が多く来ることにも対

応したい。 

［11/29審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 
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■環境影響評価項目について 

地域社会 

（交通混雑・

歩行者の安全） 

公園にやってくる車の台数の推計

から駐車台数 220台ということだ

が、準備書の 6-10-24～25ページ

を見ると、国土交通省が出してい

る報告書等を参考に推計したと書

いてある。具体的にどういった算

定方法になるのか教えていただき

たい。［11/29審査会］ 

国土交通省で公園種別ごと

に利用実態調査を行ってお

り、ヘクタールあたりの利

用人数や利用者の交通機関

別来園率等の調査結果があ

る。そういったものからヘ

クタールあたりの車の台数

の原単位があり、これに面

積を掛けることで 220台と

いう必要駐車台数を算定し

ている。入退園車台数は、

準備書の 6-4-38ページの

中段に記載した表 6.4-28

に時間帯別入退園者数比率

（広域公園）があり、220

台をこの比率に応じて割り

振って算定している。 

［11/29審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 

来園車両の経路について、例えば

横浜市の中心部から来園する車

は、かなり南側まで行ってから戻

って来ることになる。この辺の道

を知っていれば第三住宅入口交差

点で右折していく方が近く見える

が、どのように誘導するのか。 

［11/29審査会］ 

県警から左折イン左折アウ

トを指導されているので、

その対応として、右折で入

って来られないように周知

を含めて、運営や協議の中

で考えていきたい。 

［11/29審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 

一番車の量が多くなるのは第３期

の 129ヶ月目と準備書にある。そ

の時は工事用車両もあり、かつ来

園車両もいるが、第３期の状態と

して、工事用車両はどこを通るの

か。利用者と錯綜しないように公

園内を工事用車両がどのように走

るのか検討しているか。 

［11/29審査会］ 

国道事務所や県警と調整を

しているが、工事用車両は、

３期とも国道 357号を通っ

てＵターンし、国道 357号

を切り下げし、緑道を切り

下げし、そして市道長浜 10

号線に入って計画地に入る

走行ルートを考えており、

近隣の方々からも工事用車

両は国道 357 号から直接入

るルートを、という強いご

要望があります。一般車両

と交錯する部分もあるが、

基本的には、市道を通って

計画地へ入っていただき、

誘導員をつけることで工事

用車両と一般車両が交錯し

ないような対応を考えてい

きたい。［11/29審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 
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■環境影響評価項目について 

地域社会 

（交通混雑・

歩行者の安全） 

第３期で工事用車両はメインの入

口から入った後、公園利用者がい

るエリアを突っ切って工事エリア

に行くのか。その辺りの安全面、

公園内の経路はどうなるのか。 

［11/29審査会］ 

第３期の工事エリアに入る

工事用車両の園内走行ルー

トと公園利用者の動線は交

錯しないように上手く調整

し、一部横断するところも

出てくるが、そこは人的な

措置として誘導員等で対応

する方向で考えている。 

［11/29審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 

イベント時に臨時駐車場を開放す

るとのことだが、例えば、そうい

ったときだけ有料化する等は考え

ているのか。それとも、無料の駐

車場で計画しているのか。 

［11/29審査会］ 

有料駐車場で計画しており

ます。［11/29審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 

近隣に小学校や保育園があったと

思うが、通学路を把握しているか。

通学路と工事用車両の走行ルート

との関係性、もしくは、計画では

工事用車両の走行ルートに入って

いないが、絶対そこを通らないと

いうことをどうやって確保するか

が問題になってくる。通学児童の

安全を確保するという観点からの

安全性への配慮、措置について伺

いたい。［11/29審査会］ 

車が入ってくる市道のとこ

ろを通る小学生もいらっし

ゃると聞いている。地元の

自治会、町内会の方々とし

っかり話し合い、工事用車

両の進入の際には誘導員を

付けて安全対策を考えてい

きたい。また、工事の時間

帯を考えるなどいくつか手

法があるので、近隣にご迷

惑をお掛けしないよう出来

る限りの手法について、具

体的には工事の中で考えて

いきたい。［11/29審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 

景観 

市民から、計画地からの眺望につ

いての意見は出ていないのか。 

［11/29審査会］ 

市民との意見交換でも非常

に眺望がいいということな

ので、展望広場を整備する

ことを検討している。 

［11/29審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 

景観の環境保全目標で「周辺景観

との調和を著しく損なわないこ

と」ということであまり手を付け

られないと思うが、市民の要望が

強いのであれば、対応策を現時点

から考えておくといい。眺望景観

について、そこに至る小道の整備

はどのようにするか等は考えてお

いた方が良いのではないか。 

［11/29審査会］ 

当然市民の方々と意見交換

しながら整備していくが、

ここは環境にしっかりと配

慮した公園ということで、

眺望に対する意見を踏まえ

て展望広場を作ったとして

も、そのエリアに即した形

で、なるべく地形、自然等

を改変しないよう整備には

十分配慮をしていきたい。 

［11/29審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 
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■環境影響評価項目について 

景観 

環境保全措置として「地域の特徴

的な景観である旧海岸線の崖地を

保全します」とあり、一方で、安

全性確保のために待受け擁壁や落

石防護柵等を設置するということ

なので、出来ればその待受け擁壁、

落石防護柵を設置した場合の旧海

岸線の崖地の景観がどのようにな

るのか、シミュレーションの写真

があればイメージが湧いて良い。 

［11/29審査会］ 

準備書の 6-11-10 ページの

中段に供用時と書かれてい

て、車が入ってくる車路を

左側に曲がった先に待受け

擁壁のイメージ写真があ

る。高さは３ｍから５ｍ程

度なので大きいものではあ

るが、圧迫感がないような

設えにして、景観としても

周辺環境と違和感のないよ

うに整備していきたい。 

［11/29審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 

 

補足資料２で説明済 

［12/9 審査会］ 

公園の中の景観はどうなるのか、

例えば標高 80ｍの場所に展望広場

をつくるが、その展望広場が周辺

と調和しているのかという見方も

あるが、検討されているのか。 

［11/29審査会］ 

現況は非常に荒れ、クズや

ツタが絡まり平坦部やタン

クの様子が十分に見られな

い状況。これをしっかり整

備して、内部の景観もしっ

かり見通しを良く、また海

食崖が見えるような眺望を

確保していく。内部のシミ

ュレーション写真が少ない

のは、環境アセスメントな

ので、外部に対してどうい

った影響が出るかを中心に

シミュレーション写真を作

っている。とはいえ、どの

程度出来るかは分からない

が、中の様子について、で

きる限りお見せできるよう

に検討したい。 

［11/29審査会］ 

補足資料２で説明済 

［12/9 審査会］ 

景観は四季折々で変化するので、

補足資料２のフォトモンタージュ

は展葉している時期ですが、落葉

後の透けて見える時期にはどのよ

うに見えるのか等についても追加

した方がよいのではないか。 

［12/9審査会］ 

 

準備書のように図書として公開す

る訳なので、それを見た方、読ん

だ方が理解を深めるという意味で

落葉の時期の写真も組み込んだ方

が良いのではないかという意図で

ある。［12/9審査会］ 

シミュレーションはこの程

度になってしまうが、ご意

見を踏まえ、四季折々、周

辺にある常緑、落葉といっ

た樹種にも配慮しながら、

実施設計で詳細調査も踏ま

えながら整備していきた

い。［12/9審査会］ 

説明済［12/9審査会］ 

 

今後、補足資料で説明

予定 
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■環境影響評価項目について 

景観 

補足資料２の図 2-1にある待受け

擁壁の色をどうするか、景観を専

門にやっている方々とご相談して

決められたのか。出来ればツタ類

みたいなものがこの擁壁の上にあ

って、夏は覆われているが冬はな

くなるといった自然と調和した壁

面を工夫してもらうと良い。 

［12/9審査会］ 

緑化補強土壁工という待受

け擁壁自体を緑化できる工

法がある。これを中心に周

辺に溶け込むような緑化可

能な待受け擁壁を選定した

い。実施設計でより適切に、

また経済性も考えなければ

ならないのでその中で選定

していく。［12/9審査会］ 

説明済［12/9審査会］ 

現状、クズなどのつる性植物で覆

われている状況だが、将来もつる

性植物で覆われる状況を残してお

くのか、それとも見た目が悪いの

で取り払うのか。植生は現状を維

持するのか、一時代前の管理され

ていた状態にするのか。そういう

ところでも結構全体の姿が違うと

思う。［12/9審査会］ 

近年、管理不足によってあ

まりにもクズ等が繁茂して

いるので状況を見ながら、

基本的には撤去する方向で

考えている。そうすること

で本来は外から見えていた

海食崖の景観をしっかり公

園利用者、周辺住民の方々

に見ていただけるような状

況に復元していこうと考え

ている。［12/9審査会］ 

説明済［12/9審査会］ 

（クズ等を撤去し、景観を管理し

ていくことについて）そういった

状況についても住民の方に分かる

ような書き方をしていただけると

良いと思う。［12/9審査会］ 

当日回答なし 補足資料８で説明 

［本日］ 

全体の植生計画、長期目標を立て

て、誘導していくことになると思

うが、クズを除去し、少し以前の

状態に戻すような考え方は、海食

崖周辺以外の場所についても組み

込まれるのか。［12/9審査会］ 

海食崖周辺以外の部分につ

いても必要に応じて、クズ

等は撤去する予定です。 

［12/9 審査会］ 

説明済［12/9審査会］ 

 


